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４ ＲＤ最終処分場における支障の除去等の基本方針 

（１）対策工実施の基本方針 

 ＲＤ最終処分場における支障除去の基本方針を次のとおり掲げる。 

梶山委員：ｱ) 速いに越したことはないが、「拙速は避ける」という原則も重要。

早川委員：ｱ)  行政対応検証委員会の答申にあるように、事態をここまで悪化さ
せたのは、滋賀県が地域住民の声を度々無視し、信頼関係を構築でき

なかったことが大きく影響している。そこで、支障除去の基本方針と

して、地域住民との連携を強化し、互いの合意と納得の上で問題解決

に当たることをすべての対策の大原則とする。 

ア ＲＤ最終処分場からの生活環境保全上の支障またはそのおそれ（以下「支障

等」という。）を除去するため、効果的で合理的かつ経済的にも優れた対策工を

実施し、ＲＤ最終処分場問題を早期に解決する。 

イ ＲＤ最終処分場からの支障等を除去するための対策工は、廃棄物処理法に基き

事業者等に措置命令を発し当該事業者等にその是正が見込めない時に、滋賀県が

代執行事業として実施する。 

ウ 対策工は、支障等の除去または支障等の素因の除去、対策工の成果確認のため

のモニタリングおよび対策工実施による二次被害防止のための影響監視とする。 

エ 対策工の実施にあたっては、周辺住民の生活環境を保全するための措置を講じ

る。 

オ 対策工の終期は、対策工の実施後に支障等が認められず、かつ、将来において

も支障等を生じないことが確認できる時期を原則とする。 

カ 対策工は処分場の廃棄物の種類、性状のみならず地域状況や地理的条件に十分

配意して支障等の除去の実行性や確実性を担保するとともに、「特定産業廃棄物

に起因する支障の除去等に関する特別措置法（平成 15 年法律第 98 号）」ならび

に「廃棄物処理および清掃に関する法律」第 19 条の８、９に定める支援制度を最

大限に活用する。 

尾崎委員：ｱ) 対策工実施にあたり今すぐにでも行う必要がある緊急対策、その後

の恒久対策に分けて実施すべきことは大方の委員の意見が一致してい

ると理解。基本方針ではこのことをふまえて記述すべき。 

 ｲ) 「将来においても支障等を生じないことが確認できる時期」とはど

のようなことが確認できた時期か（施工後の長期間のモニタリングで

支障がみあたらなかった時期か） 

 ｳ) 「原則とする」の意味は何か 

梶山委員：ｱ) 速いに越したことはないが、「拙速は避ける」という原則も重要 

木村委員：ｱ) 「廃棄物の全量撤去」（Ａ－１案、Ａ－２案）に工期がそれぞれ約

16 年、約 13 年とされているが、全量撤去を原則として、工期にこだ

わるべきでない。 

 ｲ) 単年度単位で可能な限り実施し、全量撤去を目指していくべき。 

 ｳ) 委員提案（骨子）、Ａ－１案、Ａ－２案についてであるが、「全量

撤去」ではなく、「許可品目外の不適正処理物をすべて出す」という

考え方にすべき。 
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當座委員：ｱ) 等」という。）を除去するため、又廃棄物処理法を遵守する為、廃

止基準（維持管理基準）をクリアできる事も考え、効果的で合理的か

つ経済的にも・・・（加筆） 

 ｲ) オ 対策工の終期は、対策工の実施後に支障が認められず、将来に

おいても支障等を生じないことが確認でき、なおかつ廃棄物処理法の

安定型処分場の廃止基準を満たした時期を原則とする。 

 ｳ) 配慮して支障等の除去の実行性や確実性を担保するとともに…特別

措置法を最大限に活用する。（疑問点） 

 

（２）対策事業の実施範囲 

 対策事業の実施範囲は、支障の原因が処分場の埋立廃棄物に直接起因するもので

あるため、廃棄物が埋め立てられている処分場の許可区域内を基本とする。 

 しかし、沈砂池は雨水調整機能を有していることや、改善命令で設置された水処

理施設は支障除去対策において有効に活用できること、また支障除去対策工を実施

する場合の施工性などを考慮して、両施設を含む処分場の敷地全体とその周辺を対

策事業の実施範囲とする。図 2.9に実施範囲を示す。 

 経堂池下流の総水銀による地下水汚染は、当処分場を原因とするものなのか現時

点で不明である。このため当処分場への対策を実施し、モニタリングにより経過観

察を行う。 

 なお、経過観察の結果処分場の関与が明らかになった場合には、当該汚染につい

ても支障除去の実施範囲に含めるものとする。 

當座委員：ｱ) 経堂ヶ池下流の総水銀による地下水汚染は、当処分場が汚染源であ

るか断定できないまでも、それを否定する材料もないと考えられる。

むしろ現時点のデータからは処分場が、何らかの関わりを持っている

と推定される。（修正） 
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図 2.11 特定支障除去等事業の実施範囲 

 

沈砂池 

水処理施設 
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（３）対策工法の比較検討 

 対策委員会でこれまで検討してきた対策工法６案について、次頁の表 2.4に「支

障除去対策工」、「対策工施工期間中の留意事項（廃棄物の飛散・流出・悪臭、汚

染地下水の拡散、有害ガスの放散等）」、「廃棄物の安定化」、「監視」、「期間

等」および「経費」等について取りまとめる。 

 

池田委員：ｱ) ここで再度６案併記しても委員会での議論や各委員の意見がわから

ない。もっとも十分な比較検討の議論をしていないのが実態ではあり

ますが。少なくともそれぞれが意見を提出しているので、その内容が

反映されるべき。 

 ｲ) Ａ案はいずれも除去が前提。ＢＣ案は事務所等の解体撤去のみ。焼

却炉の解体撤去は２０年度に実施される予定と理解してよろしいか。

江種委員：ｱ) 支障の除去または支障の素因の除去では、重金属類や揮発性有機化

合物のような有害物質のみが対象となるか。それとも有害物質を含ま

なくても許可品目外の廃棄物も対象となるのか。これを明確にする必

要があるのではないか。 

 ｲ) Ａ案では、許可品目の廃棄物までもが除去されることになるが、処

分場を消滅させなくてはならない十分な理由（科学的知見）が必要で

はないのか。 

 ｳ) ｱ)の事項を明確にした上で、対策範囲を把握するための詳細調査が

必要ではないのか。 

梶山委員：ｱ) 後述のように委員提案はその内容が既に変更されているので、「変

更後」のものを記載されたい。 
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Ｒ
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最
終
処
分
場
に
お
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て
適
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能
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対
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＋
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＋
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＋
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＋
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＋
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＋
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安
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－
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＋
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＋
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＋
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＋
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。
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。
 

 

汚
染
地
下
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水
）
に
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緊
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先
行
工
事
）
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鉛
直
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、
掘
削
工
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中
の
廃
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物
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に
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汚
濁
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地
下
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流
出
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る
。
 

・
掘
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工
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中
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・
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直
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水
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内
の
地
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し
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性
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性
）
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鉛
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掘
削
工
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中
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廃
棄
物
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に
伴
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汚
濁
水
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汚
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地
下
水
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流
出
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防
止
す
る
。
 

・
掘
削
工
事
中
、
浸
透
水
を
揚
水
し
、
浸
透
水
の
生
成
、

地
下
水
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の
漏
水
を
抑
制
す
る
。
 

（
・
鉛
直
遮
水
壁
内
の
地
下
水
を
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水
す
る
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と
に
よ

り
、
壁
内
の
地
下
水
位
を
壁
外
水
位
よ
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低
く
し
、
鉛
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遮
水
壁
の
万
一
の
機
能
低
下
（
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久
性
、
遮
水
性
）

等
に
備
え
る
。
）
 

（
・
鉛
直
遮
水
壁
外
側
の
汚
染
地
下
水
に
つ
い
て
自
然
浄

化
が
促
進
で
き
な
い
場
合
、
汚
染
地
下
水
を
汲
み
上
げ

て
浄
化
す
る
。
）
 

・
鉛
直
遮
水
壁
内
の
地
下
水
を
揚
水
す
る
こ
と
に
よ
り
、

壁
内
の
地
下
水
位
を
壁
外
水
位
よ
り
低
く
し
、
鉛
直
遮

水
壁
の
万
一
の
機
能
低
下
（
耐
久
性
、
遮
水
性
）
等
に

備
え
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
外
側
の
汚
染
地
下
水
に
つ
い
て
自
然
浄
化

が
促
進
で
き
な
い
場
合
、
汚
染
地
下
水
を
汲
み
上
げ
て

浄
化
す
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
内
の
地
下
水
を
揚
水
す
る
こ
と
に
よ
り
、

壁
内
の
地
下
水
位
を
壁
外
水
位
よ
り
低
く
し
、
鉛
直
遮

水
壁
の
万
一
の
機
能
低
下
（
耐
久
性
、
遮
水
性
）
等
に

備
え
る
。
 

・
処
分
場
内
の
鉛
直
遮
水
壁
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
残
留
汚

染
水
（
浸
透
水
、
地
下
水
）
を
ほ
ぼ
全
量
撤
去
（
揚

水
）
す
る
た
め
、
周
辺
へ
の
拡
散
は
な
く
な
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
外
側
の
汚
染
地
下
水
に
つ
い
て
自
然
浄
化

が
促
進
で
き
な
い
場
合
、
汚
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地
下
水
を
汲
み
上
げ
て

浄
化
す
る
。
 

・
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切
な
揚
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計
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を
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じ
な
け
れ
ば
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水
効
果
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期
待
 

で
き
な
い
。
 

・
揚
水
施
設
、
水
処
理
施
設
の
能
力
低
下
や
停
止
等
の
リ
ス
 

ク
が
あ
る
。
 

・
地
下
水
の
汚
染
の
拡
大
リ
ス
ク
が
遮
水
壁
案
よ
り
大
き
い
。
 

・
豪
雨
な
ど
の
水
処
理
対
応
の
限
界
も
懸
念
さ
れ
る
。
 

 

対 策 工 施 工 期 間 中 の 留 意 事 項
 

有
害
ガ
ス
の
放
散
 

に
関
し
て
 

 ・
処
分
場
周
囲
に
対
し
て
、
掘
削
工
事
中
に
有
害
ガ
ス
の

放
散
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
掘
削
ヤ
ー
ド
及
び
廃
棄
物
分
別
ヤ
ー
ド
に
大
型
テ
ン
ト

を
設
置
し
、
処
分
場
周
囲
に
対
し
て
、
有
害
ガ
ス
の
放

散
を
防
止
す
る
。
 

・
掘
削
工
事
は
、
密
閉
さ
れ
た
テ
ン
ト
内
で
作
業
を
行
う

た
め
、
メ
タ
ン
ガ
ス
等
の
可
燃
性
ガ
ス
発
生
に
対
す
る

安
全
管
理
、
作
業
員
に
対
し
て
硫
化
水
素
の
有
害
ガ
ス

の
発
生
お
よ
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
ん
だ
浮
遊
粉
塵

の
有
害
物
の
飛
散
に
伴
う
健
康
管
理
の
十
分
な
計
画
を

必
要
と
す
る
。
 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が
あ

り
、
こ
の
工
事
期
間
中
に
有
害
ガ
ス
の
放
散
の
お
そ
れ

が
あ
る
が
、
少
量
掘
削
を
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
段
階
的
に
行

う
こ
と
で
掘
削
の
範
囲
を
小
さ
く
す
る
こ
と
で
有
害
ガ

ス
の
放
散
を
抑
え
る
。
 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が
あ

り
、
こ
の
工
事
期
間
中
に
有
害
ガ
ス
の
放
散
の
お
そ
れ

が
あ
る
が
、
少
量
掘
削
を
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
段
階
的
に
行

う
こ
と
で
掘
削
の
範
囲
を
小
さ
く
す
る
こ
と
で
有
害
ガ

ス
の
放
散
を
抑
え
る
。
 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が
あ
り
、

こ
の
工
事
期
間
中
に
有
害
ガ
ス
の
放
散
の
お
そ
れ
が
あ
る

が
、
少
量
掘
削
を
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
段
階
的
に
行
う
こ
と
で
掘

削
の
範
囲
を
小
さ
く
す
る
こ
と
で
有
害
ガ
ス
の
放
散
を
抑
え

る
。
 

 

 

 

尾
崎
委
員
：
ｱ
)
 
「
焼
却
炉
の
解
体
撤
去
」
が
A
-
2
案
に
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
疑
問
で
す
。
他
の
案
で
も
選
択
肢
で
あ
る
は
ず
と
考
え
る
。
 

木
村
委
員
：
ｱ
)
 

 委
員
提
案
（
骨
子
）
、
Ａ
－
１
案
、
Ａ
－
２
案
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
全
量
撤
去
」
で
は
な
く
、
「
許
可
品
目
外
の
不
適
正
処
理
物
を
す
べ
て
出
す
」
と
い
う
考
え
方
に
す
べ
き
。
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表
2
.
4
(
2
)
 
Ｒ
Ｄ
最
終
処
分
場
に
お
い
て
適
用
可
能
な
対
策
工
法
の
一
覧
 

廃
棄
物
の
全
量
撤
去
 

 
現
位
置
で
の
浄
化
・
一
部
掘
削
撤
去
の
方
針
 

 
 
区
 

 

分
 

   
 
項
 
 
目
 

Ａ
-
１
案
 

廃
棄
物
全
量
撤
去
＋
良
質
土
（
購
入
）
埋
戻
し
 

＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ａ
-
２
案
 

廃
棄
物
全
量
撤
去
＋
埋
戻
し
（
処
理
土
再
利
用
）
 

＋
焼
却
炉
の
解
体
撤
去
 

Ｂ
-
１
案
 

全
周
遮
水
壁
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
 

（
土
質
系
）
＋
浸
透
水
・
地
下
水
揚
水
井
戸
 

＋
廃
棄
物
内
自
然
換
気
＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｂ
-
２
案
 

全
周
遮
水
壁
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
(シ
ー
ト
系
)

＋
浸
透
水
・
地
下
水
揚
水
井
戸
 

＋
廃
棄
物
内
強
制
換
気
＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｃ
 
案
 

バ
リ
ア
井
戸
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
(シ
ー
ト
系
)＋
浸

透
水
揚
水
井
戸
＋
 廃
棄
物
内
強
制
換
気
 

＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｄ
 
案
 

原
位
置
で
の
浄
化
処
理
 

（
Ｂ
-１
，
Ｂ
-２
，
Ｃ
案
の
い
ず
れ
か
を
選
定
）
 

＋
有
害
な
物
質
の
掘
削
除
去
 

工
事
中
の
汚
水
処
理
 

・
掘
削
ヤ
ー
ド
は
、
梅
雨
や
台
風
等
の
大
雨
に
よ
る
出
水

に
備
え
た
排
水
処
理
方
法
の
検
討
、
降
雨
に
対
す
る
安

全
な
掘
削
方
法
の
検
討
を
必
要
と
す
る
。
 

・
緊
急
対
策
（
先
行
）
対
策
と
し
て
、
浸
透
水
は
常
に
汲

み
上
げ
、
適
切
に
水
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

・
ま
た
、
表
面
/雨
水
排
水
は
外
周
水
路
を
設
置
し
、
適

切
に
水
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

・
左
記
、
A-
1
案
と
同
様
の
検
討
を
必
要
と
す
る
。
 

・
掘
削
部
は
閉
鎖
さ
れ
た
凹
状
の
作
業
エ
リ
ア
と
な
る
た

め
、
豪
雨
時
は
凹
状
の
作
業
エ
リ
ア
に
汚
濁
水
（
表
面

水
）
や
浸
透
水
が
突
発
的
に
流
入
し
、
そ
の
排
水
対
策

を
必
要
と
す
る
。
 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が

あ
り
、
降
雨
時
の
汚
濁
水
が
生
じ
、
適
切
な
表
面
排

水
が
必
要
で
あ
る
。
外
周
水
路
の
設
置
が
必
要
で
あ

る
。
 

・
浸
透
水
は
常
に
汲
み
上
げ
、
適
切
に
水
処
理
を
行
う

必
要
が
あ
る
（
汚
染
地
下
水
の
生
成
抑
制
）
。
 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が
あ

り
、
降
雨
時
の
汚
濁
水
が
生
じ
、
適
切
な
表
面
排
水
が

必
要
で
あ
る
。
外
周
水
路
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
浸
透
水
は
常
に
汲
み
上
げ
、
適
切
に
水
処
理
を
行
う
必

要
が
あ
る
（
汚
染
地
下
水
の
生
成
抑
制
）
。
 

 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が
あ
り
、

降
雨
時
の
汚
濁
水
が
生
じ
、
適
切
な
表
面
排
水
が
必
要
で
あ

る
。
外
周
水
路
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
工
事
規
模
は
最
も
小
さ
い
た
め
、
廃
棄
物
の
撹
乱
は
少
な

い
。
こ
の
た
め
、
濁
水
の
発
生
量
も
少
な
い
。
 

 

既
存
構
築
物
へ
の
対
応
 
・
既
設
建
築
物
（
ガ
ス
溶
融
炉
付
属
建
屋
、
事
務
所
棟
）

及
び
工
作
物
（
焼
却
施
設
等
）
の
除
去
を
必
要
と
す

る
。
 

・
既
設
建
築
物
（
ガ
ス
溶
融
炉
付
属
建
屋
、
事
務
所
棟
）

及
び
工
作
物
（
焼
却
施
設
等
）
の
除
去
を
必
要
と
す

る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
施
工
時
に
事
務
所
棟
の
解
体
撤
去
を

必
要
と
す
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
施
工
時
に
事
務
所
棟
の
解
体
撤
去
を
必

要
と
す
る
。
 

・
事
務
所
棟
の
解
体
撤
去
の
必
要
は
な
い
。
 

 

周
辺
影
響
に
関
し
て
 

・
緊
急
対
策
（
先
行
工
事
）
の
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
の

実
施
時
、
大
型
重
機
の
稼
動
に
よ
る
振
動
、
騒
音
が
生

じ
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
に
発
生
す
る
排
泥
が
周
辺
へ
流
出
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
廃
棄
物
の
搬
出
に
係
わ
る
工
事
関
係
車
両
の
台
数
が
多

く
（
約
10
0
台
／
日
）
、
周
辺
生
活
道
路
の
交
通
渋

滞
、
交
通
車
両
の
騒
音
、
振
動
、
排
気
ガ
ス
等
の
影
響

が
あ
る
。
 

・
掘
削
ヤ
ー
ド
に
は
大
型
テ
ン
ト
を
設
置
し
な
い
た
め
、

掘
削
中
に
悪
臭
が
発
生
し
、
廃
棄
物
の
飛
散
、
有
害
ガ

ス
の
放
散
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
夏
期
の
掘
削
工
事
で
は
、
強
い
臭
気
が
発
生
し
、
周
囲

へ
の
影
響
は
大
き
い
。
 

・
緊
急
対
策
（
先
行
工
事
）
の
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
の

実
施
時
、
大
型
重
機
の
稼
動
に
よ
る
振
動
、
騒
音
が
生

じ
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
に
発
生
す
る
排
泥
が
周
辺
へ
流
出
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
廃
棄
物
の
搬
出
に
係
わ
る
工
事
関
係
車
両
の
台
数
が
多

く
（
約
50
台
／
日
）
、
周
辺
生
活
道
路
の
交
通
渋

滞
、
交
通
車
両
の
騒
音
、
振
動
、
排
気
ガ
ス
等
の
影
響

が
あ
る
。
 

 

・
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
の
実
施
時
、
大
型
重
機
の
稼

動
に
よ
る
振
動
、
騒
音
が
生
じ
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
に
発
生
す
る
排
泥
が
周
辺
へ
流
出

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が

あ
り
、
廃
棄
物
の
飛
散
、
有
害
ガ
ス
の
放
散
、
悪
臭

等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
の
実
施
時
、
大
型
重
機
の
稼
動

に
よ
る
振
動
、
騒
音
が
生
じ
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
に
発
生
す
る
排
泥
が
周
辺
へ
流
出
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
覆
土
工
事
の
際
、
廃
棄
物
表
層
部
の
少
量
の
掘
削
が
あ

り
、
廃
棄
物
の
飛
散
、
有
害
ガ
ス
の
放
散
、
悪
臭
等
が

発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

・
工
事
規
模
は
小
さ
く
、
工
事
期
間
が
短
い
（
2
年
）
た
 
 

め
、
工
事
に
よ
る
直
接
的
な
周
辺
へ
の
影
響
は
小
さ
い
。
 

・
地
下
水
を
多
量
に
汲
み
上
げ
る
た
め
、
周
辺
の
地
下
水
位
を

低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

 

対 策 工 施 工 期 間 中 の 留 意 事 項
 

そ
の
他
、
施
工
上
 

の
留
意
事
項
 

・
搬
出
す
る
廃
棄
物
の
受
入
れ
先
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ

る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
に
お
い
て
処
分
場
南
側
区
間
の

斜
面
上
の
工
事
は
、
大
型
重
機
の
転
倒
防
止
等
の
安
全

対
策
を
踏
ま
え
た
仮
設
工
事
を
必
要
と
す
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
で
稼
働
す
る
大
型
重
機
の
施
工
位
置

に
よ
っ
て
は
、
隣
接
土
地
権
利
者
と
の
協
議
を
必
要
と

す
る
。
 

 

・
搬
出
す
る
廃
棄
物
の
受
入
れ
先
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ

る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
に
お
い
て
処
分
場
南
側
区
間
の

斜
面
上
の
工
事
は
、
大
型
重
機
の
転
倒
防
止
等
の
安
全

対
策
を
踏
ま
え
た
仮
設
工
事
を
必
要
と
す
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
で
稼
働
す
る
大
型
重
機
の
施
工
位
置

に
よ
っ
て
は
、
隣
接
土
地
権
利
者
と
の
協
議
を
必
要
と

す
る
。
 

・
掘
削
部
は
閉
鎖
さ
れ
た
凹
状
の
作
業
エ
リ
ア
と
な
る
た

め
、
豪
雨
時
は
凹
状
の
作
業
エ
リ
ア
に
汚
濁
水
（
表
面

水
）
や
浸
透
水
が
突
発
的
に
流
入
し
、
作
業
エ
リ
ア
が

水
没
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
緊
急
時
の
排
水
対
策
を
必

要
と
す
る
。
 

・
掘
削
ヤ
－
ド
の
大
型
テ
ン
ト
の
設
置
が
極
め
て
難
題
で

あ
る
。
設
置
に
当
た
っ
て
の
大
き
な
課
題
は
多
く
あ

る
。
以
下
に
課
題
項
目
を
示
す
。
 

・
廃
棄
物
上
の
大
型
テ
ン
ト
基
礎
の
支
持
力
確
保
 

・
掘
削
に
伴
う
基
礎
の
不
安
定
対
策
 

・
台
風
時
な
ど
強
風
対
策
 

・
処
分
場
の
凸
地
形
に
対
す
る
密
封
性
の
確
保
 

 
 
 
→
廃
棄
物
の
飛
散
、
流
出
、
有
害
ガ
ス
の
放
散
防
止
対
策

と
し
て
の
機
能
確
保
 

 
・
掘
削
さ
れ
た
廃
棄
物
及
び
埋
戻
し
土
の
搬
出
入
路
の
仮
設
計

画
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
に
お
い
て
処
分
場
南
側
区
間

の
斜
面
上
の
工
事
は
、
大
型
重
機
の
転
倒
防
止
等
の

安
全
対
策
を
踏
ま
え
た
仮
設
工
事
を
必
要
と
す
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
で
稼
働
す
る
大
型
重
機
の
施
工
位

置
に
よ
っ
て
は
、
隣
接
土
地
権
利
者
と
の
協
議
を
必

要
と
す
る
。
 

  

・
鉛
直
遮
水
壁
設
置
工
事
に
お
い
て
処
分
場
南
側
区
間
の

斜
面
上
の
工
事
は
、
大
型
重
機
の
転
倒
防
止
等
の
安
全

対
策
を
踏
ま
え
た
仮
設
工
事
を
必
要
と
す
る
。
 

・
鉛
直
遮
水
壁
工
事
で
稼
働
す
る
大
型
重
機
の
施
工
位
置

に
よ
っ
て
は
、
隣
接
土
地
権
利
者
と
の
協
議
を
必
要
と

す
る
。
 

 

・
多
数
の
揚
水
井
戸
（
ボ
－
リ
ン
グ
）
を
設
置
す
る
こ
と
に
な

り
、
適
切
な
揚
水
井
戸
配
置
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
揚
水
対
象
と
す
る
帯
水
層
の
深
度
を
間
違
え
ば
、
健
全
な
帯

水
層
（
非
汚
染
地
下
水
）
へ
汚
染
地
下
水
が
漏
水
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
。
 

・
有
害
な
物
質
の
部
分
的
な
掘
削
除
去
に
関
し
て

は
、
掘
削
方
法
、
掘
削
範
囲
及
び
周
辺
へ
の
影

響
防
止
対
策
等
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
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0
 
-
 

 

表
2
.
4
（
3
）
 
Ｒ
Ｄ
最
終
処
分
場
に
お
い
て
適
用
可
能
な
対
策
工
法
の
一
覧
 

廃
棄
物
の
全
量
撤
去
 

 
現
位
置
で
の
浄
化
・
一
部
掘
削
撤
去
の
方
針
 

 
 
区
 

 

分
 

   
 
項
 
 
目
 

Ａ
-
１
案
 

廃
棄
物
全
量
撤
去
＋
良
質
土
（
購
入
）
埋
戻
し
 

＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ａ
-
２
案
 

廃
棄
物
全
量
撤
去
＋
埋
戻
し
（
処
理
土
再
利
用
）
 

＋
焼
却
炉
の
解
体
撤
去
 

Ｂ
-
１
案
 

全
周
遮
水
壁
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
 

（
土
質
系
）
＋
浸
透
水
・
地
下
水
揚
水
井
戸
 

＋
廃
棄
物
内
自
然
換
気
＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｂ
-
２
案
 

全
周
遮
水
壁
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
(シ
ー
ト
系
)

＋
浸
透
水
・
地
下
水
揚
水
井
戸
 

＋
廃
棄
物
内
強
制
換
気
＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｃ
 
案
 

バ
リ
ア
井
戸
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
(シ
ー
ト
系
)＋
浸

透
水
揚
水
井
戸
＋
 廃
棄
物
内
強
制
換
気
 

＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｄ
 
案
 

原
位
置
で
の
浄
化
処
理
 

（
Ｂ
-１
，
Ｂ
-２
，
Ｃ
案
の
い
ず
れ
か
を
選
定
）
 

＋
有
害
な
物
質
の
掘
削
除
去
 

廃
棄
物
の
安
定
化
 

に
つ
い
て
 

 ・
廃
棄
物
を
全
量
撤
去
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。
 

・
廃
棄
物
を
全
量
撤
去
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。
 

・
土
質
系
覆
土
の
た
め
、
雨
水
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
廃
棄
物
の
洗
浄
効
果
を
期
待
し
、
安
定
化
を
図

る
。
 

・
浸
透
水
の
水
位
変
動
を
期
待
し
た
空
気
の
引
き
込
み

に
よ
る
自
然
換
気
で
有
機
物
の
分
解
を
促
進
し
、
安

定
化
を
図
る
。
 

・
自
然
換
気
で
あ
る
た
め
、
不
確
実
性
が
高
く
、
安
定
化

ま
で
長
時
間
を
要
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

 

・
シ
－
ト
系
覆
土
の
た
め
、
廃
棄
物
層
へ
の
雨
水
浸
透
が

遮
断
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
廃
棄
物
の
洗
浄
効
果
は
期
待

で
き
な
い
。
 

・
処
分
場
内
の
鉛
直
遮
水
壁
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
残
留
汚

染
水
（
浸
透
水
、
地
下
水
）
を
全
量
撤
去
（
揚
水
）
す

る
。
 

・
廃
棄
物
内
に
空
気
を
強
制
注
入
、
有
害
ガ
ス
を
強
制
引

き
抜
き
よ
る
強
制
換
気
で
有
機
物
の
分
解
を
促
進
し
、

安
定
化
を
図
る
。
 

・
強
制
換
気
で
あ
り
、
準
好
気
性
環
境
を
創
り
や
す
く
、

こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
－
ル
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
安

定
化
に
至
る
ま
で
の
時
間
が
短
縮
で
き
る
。
 

 

・
シ
－
ト
系
覆
土
の
た
め
、
廃
棄
物
層
へ
の
雨
水
浸
透
が
遮

断
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
廃
棄
物
の
洗
浄
効
果
は
期
待
で
き

な
い
。
 

・
廃
棄
物
内
に
空
気
を
強
制
注
入
、
有
害
ガ
ス
を
強
制
引
き

抜
き
よ
る
強
制
換
気
で
有
機
物
の
分
解
を
促
進
し
、
安
定

化
を
図
る
。
 

・
強
制
換
気
で
あ
り
、
準
好
気
性
環
境
を
創
り
や
す
く
、
こ

れ
を
コ
ン
ト
ロ
－
ル
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
安
定
化

に
至
る
ま
で
の
時
間
が
短
縮
で
き
る
。
 

  

 

作
業
環
境
の
監
視
 

・
分
別
ヤ
－
ド
の
大
型
テ
ン
ト
内
は
作
業
員
に
対
し
て
、

十
分
な
健
康
管
理
を
必
要
と
す
る
。
 

・
大
型
テ
ン
ト
内
：
作
業
中
の
浮
遊
粉
塵
 

・
作
業
員
：
健
康
診
断
（
血
中
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
) 

・
分
別
ヤ
－
ド
内
で
の
作
業
環
境
の
監
視
は
、
A-
1
案
と
同

じ
監
視
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
掘
削
ヤ
－
ド
は
密
閉
さ
れ
た
テ
ン
ト
内
で
作
業
を
行
う

た
め
、
メ
タ
ン
ガ
ス
等
の
可
燃
性
ガ
ス
発
生
に
対
す
る

安
全
管
理
、
作
業
員
に
対
し
て
硫
化
水
素
の
有
害
ガ
ス

の
発
生
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
ん
だ
浮
遊
粉
塵
の

有
害
物
の
飛
散
に
伴
う
健
康
管
理
の
十
分
な
計
画
を
必

要
と
す
る
。
 

・
作
業
員
：
健
康
診
断
（
血
中
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
) 

 
・
作
業
員
：
健
康
診
断
（
血
中
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
) 

  

・
作
業
員
：
健
康
診
断
（
血
中
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
) 

  

 

施 工 時
 

周
辺
環
境
の
監
視
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の

Ks
2
と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支
障

対
象
物
質
 

 
 
→
30
年
 

・
浸
透
水
等
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
項
目
 

→
18
年
（
工
事
完
了
：
16
年
＋
確
認
：
２
年
）
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
浮
遊
粉
塵
、
浮
遊
粉
塵
中
の
有
害

物
質
の
濃
度
，
悪
臭
物
質
 

・
焼
却
炉
洗
浄
水
水
質
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
有
害
ガ
ス
：
ガ
ス
分
析
、
地
中
温
度
 

※
処
分
場
内
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

 
 
→
13
年
（
廃
棄
物
が
全
量
撤
去
す
る
ま
で
）
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の
Ks
2

と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支
障

対
象
物
質
 

 
 
→
30
年
 

・
浸
透
水
等
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
項
目
 

→
15
年
（
工
事
完
了
：
13
年
＋
確
認
：
２
年
）
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
浮
遊
粉
塵
、
浮
遊
粉
塵
中
の
有
害

物
質
の
濃
度
，
悪
臭
物
質
 

・
焼
却
炉
洗
浄
水
水
質
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
有
害
ガ
ス
：
処
分
場
内
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

※
処
分
場
内
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

 
 
→
12
年
（
廃
棄
物
が
全
量
撤
去
す
る
ま
で
）
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の

Ks
2
と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支
障

対
象
物
質
 

・
浸
透
水
等
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
項
目
 

→
30
年
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
浮
遊
粉
塵
、
浮
遊
粉
塵
中
の
有

害
物
質
の
濃
度
，
悪
臭
物
質
 

・
焼
却
炉
洗
浄
水
水
質
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
有
害
ガ
ス
：
処
分
場
内
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

 
 
 →
30
年
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の

Ks
2
と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支
障

対
象
物
質
 

 
 
 →
30
年
 

・
浸
透
水
等
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
項
目
 

→
8
年
 

（
滞
留
水
の
全
量
揚
水
ま
で
：
６
年
＋
確
認
：
２
年
）
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
浮
遊
粉
塵
、
浮
遊
粉
塵
中
の
有
害

物
質
の
濃
度
，
悪
臭
物
質
 

・
焼
却
炉
洗
浄
水
水
質
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
有
害
ガ
ス
：
処
分
場
内
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

 
 
 →
30
年
 

 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の
Ks
2

と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支
障
対

象
物
質
 

 
 
 →
30
年
 

・
浸
透
水
等
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
項
目
 

→
30
年
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
浮
遊
粉
塵
、
浮
遊
粉
塵
中
の
有
害
物

質
の
濃
度
，
悪
臭
物
質
 

・
焼
却
炉
洗
浄
水
水
質
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
有
害
ガ
ス
：
処
分
場
内
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

 
 
 →
30
年
 

 

 

監
 

視
 

施
工
後
：
効
果
の
確
認
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の

Ks
2
と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
観
測
地
点
に
つ
い
て
支
障
対
象

物
質
 

 
→
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
期
間
は
廃
棄
物
の
安
定
化
ま
で
を
目

標
と
す
る
。
(工
事
開
始
か
ら
30
年
間
を
想
定
）
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の
Ks
2

と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
観
測
地
点
に
つ
い
て
支
障
対
象
物

質
 

 
→
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
期
間
は
廃
棄
物
の
安
定
化
ま
で
を
目
標

と
す
る
。
（
工
事
開
始
か
ら
30
年
間
を
想
定
）
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の

Ks
2
と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支

障
対
象
物
質
 

・
浸
透
水
原
水
：
支
障
対
象
物
質
  

・
浸
透
水
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
空
気
孔
の
ガ
ス
組
成
等
：
地
中
温
度
、
ガ
ス
組
成

（
メ
タ
ン
、
硫
化
水
素
等
）
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
硫
化
水
素
等
 悪
臭
物
質
 

 →
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
期
間
は
廃
棄
物
の
安
定
化
ま
で
を
目

標
と
す
る
。
（
工
事
開
始
か
ら
30
年
間
を
想
定
）
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の

Ks
2
と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支
障

対
象
物
質
 

・
浸
透
水
原
水
：
支
障
対
象
物
質
 

・
浸
透
水
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
吸
気
孔
の
ガ
ス
組
成
等
：
地
中
温
度
、
ガ
ス
組
成
〔
メ

タ
ン
、
硫
化
水
素
等
〕
 

・
ガ
ス
処
理
施
設
排
気
口
：
硫
化
水
素
等
 悪
臭
物
質
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
硫
化
水
素
等
 悪
臭
物
質
 

→
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
期
間
は
廃
棄
物
の
安
定
化
ま
で
を
目
標

と
す
る
。
（
工
事
開
始
か
ら
30
年
間
を
想
定
）
 

・
地
下
水
位
：
処
分
場
内
と
処
分
場
周
縁
及
び
周
辺
の
Ks
2

と
Ks
1
帯
水
層
 

・
地
下
水
質
：
地
下
水
位
の
観
測
地
点
に
つ
い
て
、
支
障
対

象
物
質
 

・
浸
透
水
原
水
：
支
障
対
象
物
質
 

・
浸
透
水
処
理
水
：
下
水
道
放
流
基
準
の
項
目
 

・
吸
気
孔
の
ガ
ス
組
成
等
：
地
中
温
度
、
ガ
ス
組
成
〔
メ
タ

ン
、
硫
化
水
素
等
〕
 

・
ガ
ス
処
理
施
設
排
気
口
：
硫
化
水
素
等
 悪
臭
物
質
 

・
処
分
場
敷
地
境
界
：
硫
化
水
素
等
 悪
臭
物
質
 

→
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
期
間
は
廃
棄
物
の
安
定
化
ま
で
を
目
標
と

す
る
。
（
工
事
開
始
か
ら
30
年
間
を
想
定
）
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表
2
.
4
（
4
）
 
Ｒ
Ｄ
最
終
処
分
場
に
お
い
て
適
用
可
能
な
対
策
工
法
の
一
覧
 

廃
棄
物
の
全
量
撤
去
 

 
現
位
置
で
の
浄
化
・
一
部
掘
削
撤
去
の
方
針
 

 
 
区
 

 

分
 

   
 
項
 
 
目
 

Ａ
-
１
案
 

廃
棄
物
全
量
撤
去
＋
良
質
土
（
購
入
）
埋
戻
し
 

＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ａ
-
２
案
 

廃
棄
物
全
量
撤
去
＋
埋
戻
し
（
処
理
土
再
利
用
）
 

＋
焼
却
炉
の
解
体
撤
去
 

Ｂ
-
１
案
 

全
周
遮
水
壁
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
 

（
土
質
系
）
＋
浸
透
水
・
地
下
水
揚
水
井
戸
 

＋
廃
棄
物
内
自
然
換
気
＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｂ
-
２
案
 

全
周
遮
水
壁
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
(シ
ー
ト
系
)

＋
浸
透
水
・
地
下
水
揚
水
井
戸
 

＋
廃
棄
物
内
強
制
換
気
＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｃ
 
案
 

バ
リ
ア
井
戸
＋
安
定
法
面
勾
配
＋
覆
土
(シ
ー
ト
系
)＋
浸

透
水
揚
水
井
戸
＋
 廃
棄
物
内
強
制
換
気
 

＋
焼
却
灰
の
洗
浄
除
去
 

Ｄ
 
案
 

原
位
置
で
の
浄
化
処
理
 

（
Ｂ
-１
，
Ｂ
-２
，
Ｃ
案
の
い
ず
れ
か
を
選
定
）
 

＋
有
害
な
物
質
の
掘
削
除
去
 

対
策
工
工
期
 

 
約

16
年
 

 
約

13
年
 

 
約
３
年
 

 

 
 約
３
年
 

 

 
約
２
年
 

・
掘
削
除
去
の
対
象
物
の
量
及
び
質
に
よ
っ
て

は
、
工
事
費
、
工
期
は
大
き
く
変
わ
る
 

 
 
 
 
約

3年
＋
α（
掘
削
工
事
）
 

遮
水
壁
耐
用
年
数
 

約
30
年

 
約

30
年

 
約

30
年

 
約

30
年

 
─

 
 

期 間 等
 

産
廃
特
措
法
適
用
期
限
 

平
成

24
年

 
平
成

24
年

 
平
成

24
年

 
平
成

24
年

 
平
成

24
年

 
平
成

24
年

 

 

経
 
 
費
 

○
イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
 

→
対
策
事
業
費
 

○
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
 

→
施
設
の
維
持
管
理
費
 

→
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
事
業
費
 

 イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
：

39
9.9
億
円
 

 ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
：
 

8.1
億
円
（
30
年
）
 

 ト
－
タ
ル
コ
ス
ト
 
：

40
8.0
億
円
 

 イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
：

23
5.6
億
円
 

 ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
：
 

7.2
億
円
（
30
年
）
 

 ト
－
タ
ル
コ
ス
ト
 
：

24
2.8
億
円
 

 イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
：

32
.5
億
円
 

 ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
：

12
.7
億
円
（
30
年
）

 
 ト
－
タ
ル
コ
ス
ト
 
：

45
.2
億
円
 

 イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
：

39
.3
億
円
 

 ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
：

13
.0
億
円
（
30
年
）
 

 ト
－
タ
ル
コ
ス
ト
 
：

52
.3
億
円
 

 イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
：

14
.3
億
円
 

 ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
：

21
.9
億
円
（
30
年
）
 

 ト
－
タ
ル
コ
ス
ト
 
：

36
.2
億
円
 

 

 
 未
計
上
工
種
 

 

・
有
害
な
物
質
の
洗
浄
作
業
費
 

・
飛
散
防
止
シ
－
ト
の
転
用
作
業
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
位
置
の
基
面
整
備
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
排
泥
処
理
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
土
留
め
壁
と
し
て
の
芯
材
費
 

・
掘
削
時
の
飛
散
、
有
害
ガ
ス
放
散
防
止
費
 

・
焼
却
炉
施
設
等
の
解
体
撤
去
費
 

・
掘
削
時
、
廃
棄
物
の
含
水
費
調
整
費
 

・
有
害
な
物
質
の
洗
浄
作
業
費
 

・
掘
削
、
埋
戻
し
材
（
土
砂
）
の
仮
設
道
路
工
事
費
 

・
掘
削
ヤ
－
ド
の
大
型
テ
ン
ト
の
基
礎
工
事
費
 

・
掘
削
ヤ
－
ド
の
大
型
テ
ン
ト
の
移
設
、
養
生
費
 

・
掘
削
ヤ
－
ド
の
大
型
テ
ン
ト
の
強
風
時
等
の
補
強
費
 

・
掘
削
底
面
の
排
水
、
水
処
理
費
 

・
飛
散
防
止
シ
－
ト
の
転
用
作
業
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
位
置
の
基
面
整
備
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
排
泥
処
理
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
土
留
め
壁
と
し
て
の
芯
材
費
 

・
掘
削
時
の
飛
散
、
有
害
ガ
ス
放
散
防
止
費
 

・
焼
却
炉
施
設
等
の
解
体
撤
去
費
 

・
掘
削
時
、
廃
棄
物
の
含
水
費
調
整
費
 

・
分
別
土
砂
の
土
壌
分
析
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
位
置
の
基
面
整
備
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
排
泥
処
理
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
水
圧
抵
抗
と
し
て
の
芯
材
費
 

・
既
設
建
築
物
（
事
務
所
棟
）
の
解
体
撤
去
費
 

 ※
Ｄ
案
の
場
合
は
有
害
物
質
の
一
部
撤
去
に
係
わ
る

総
費
用
 

 
 

・
鉛
直
遮
水
壁
位
置
の
基
面
整
備
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
排
泥
処
理
費
 

・
鉛
直
遮
水
壁
の
水
圧
抵
抗
と
し
て
の
芯
材
費
 

・
既
設
建
築
物
（
事
務
所
棟
）
の
解
体
撤
去
費
 

・
シ
－
ト
敷
設
法
面
の
養
生
費
 

 ※
Ｄ
案
の
場
合
は
有
害
物
質
の
一
部
撤
去
に
係
わ
る

総
費
用
 

 

・
シ
－
ト
敷
設
法
面
の
養
生
費
 

・
バ
リ
ア
井
戸
の
予
備
施
設
費
（
ポ
ン
プ
更
新
費
な

ど
）
 

 ※
Ｄ
案
の
場
合
は
有
害
物
質
の
一
部
撤
去
に
係
わ
る
総

費
用
 

 
 

 

 

梶
山
委
員
：
ｱ
)
 
全
量
撤
去
以
外
の
場
合
の
「
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
3
0
年
」
は
あ
り
得
な
い
。
短
す
ぎ
る
。
「
永
久
に
」
が
正
し
い
。
そ
れ
で
は
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
出
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
一
応
1
0
0
年
で
出
し

た
ら
ど
う
か
。
 

木
村
委
員
：
ｱ
)
 
「
廃
棄
物
の
全
量
撤
去
」
（
Ａ
－
１
案
、
Ａ
－
２
案
）
に
工
期
が
そ
れ
ぞ
れ
約
1
6
年
、
約
1
3
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全
量
撤
去
を
原
則
と
し
て
、
工
期
に
こ
だ
わ
る
べ
き
で
な
い
。
（
単
年
度
単
位
で
可
能
な

限
り
実
施
し
、
全
量
撤
去
を
目
指
し
て
い
く
べ
き
で
、
工
期
で
判
断
す
べ
き
で
な
い
）
 

島
田
委
員
：
ｱ
)
 
産
廃
特
措
法
の
適
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
適
用
期
限
だ
け
で
は
な
く
、
各
対
策
工
法
で
対
象
と
な
り
う
る
事
業
の
範
囲
と
そ
の
経
費
を
示
し
て
お
い
て
は
い
か
が
か
。
 

 
ｲ
)
 
理
由
：
国
の
制
度
に
よ
る
財
政
支
援
の
適
用
範
囲
と
県
の
独
自
事
業
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
部
分
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
 

樋
口
委
員
：
ｱ
)
 
B
-
1
案
 
廃
棄
物
の
安
定
化
に
つ
い
て
 

 
 
 
有
機
物
の
好
気
的
生
物
学
的
安
定
化
に
は
空
気
と
水
分
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
必
要
な
空
気
量
、
水
分
量
は
定
量
化
で
き
な
い
状
況
で
す
が
、
覆
土
の
場
合
、
覆
土
材
料
と
転
圧
方
法
に
よ
り
水
分
と
し
て
降

水
量
の
1
0
％
を
供
給
、
9
0
％
を
雨
水
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま
た
キ
ャ
ピ
ラ
リ
ー
バ
リ
ア
ー
と
し
て
覆
土
の
下
に
排
水
、
排
気
槽
を
設
け
る
こ
と
に
よ
る
制
御
も
可
能
で
す
。
空
気
量
に
つ
い
て
は
５
 
/

 
・
分
が
好
気
的
環
境
の
維
持
と
し
て
必
要
な
空
気
量
と
い
う
文
献
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
覆
土
面
か
ら
の
空
気
供
給
以
外
に
通
気
孔
（
ボ
ー
リ
ン
グ
孔
等
）
か
ら
の
空
気
供
給
や
処
理
水
循
環
に
よ
る
方
法
も
あ
り

ま
す
。
 

 
ｲ
)
 
B
-
2
案
 
廃
棄
物
の
安
定
化
に
つ
い
て
 

 
 
 
シ
ー
ト
系
覆
土
の
場
合
、
水
分
供
給
が
断
た
れ
る
の
で
、
廃
棄
物
層
が
乾
燥
し
、
安
定
化
が
遅
延
す
る
。
こ
の
た
め
こ
の
案
の
場
合
は
シ
ー
ト
下
面
に
水
分
供
給
パ
イ
プ
等
を
敷
設
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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Ⅲ ＲＤ最終処分場において実施されるべき対策工について 

 

池田委員：ｱ) これまでに委員が示した意見がどこかに反映されなければならない。

議論の経過も重要です。 

 ｲ) 対策工決定の前提には、地域住民の意向も十分に勘案する必要があ

り、その点もどこかに記載することが必要。 

梶山委員：ｱ) この部分は報告書（又は答申）の冒頭に載せるべき。「結論」→「そ

れから理由等」→「それから事情、経緯」である。重要なことから先に

書く。 

當座委員：ｱ)  ５対策効果の監視・確認 
   監視委員会を設置して対策の効果の（確認）監視を行い、５年ご

とに見直していく。 
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 おわりに 

 

対策委員会は、当初の予定を上回る 15 回におよぶ本委員会と７回の専門部会を開催し、

審議を深め、今回、答申を取りまとめた。最後に、この対策委員会自体の教訓として、

以下の点を指摘したい。 

 

１ 委員会の独立性 

 委員会ではなく事務局(最終処分場対策室)が、委員長や専門委員の選任、審議の日

程・内容等を差配することが、しばしば問題となった。この RD 最終処分場問題は、問

題を未然に防げず、また早期に解決できなかった県の責任が絡む案件である。そのこ

とを考えると、委員会の独立性の確保とその重要性について、配慮と認識が足りなか

ったことは否めない。 

 

２ 行政対応検証委員会との連携 

 問題の解決にあって、問題の発生要因を知ることは不可欠である。しかしながら、

行政対応検証委員会の審議と答申が、この対策委員会に反映されるしくみになってい

たとは言い難い。前者の審議を先行させ、それを踏まえて対策委員会が議論し、答申

するという手順が理想的であった。 

 

３ 情報公開の徹底 

 この委員会は、一般に公開され、HP などで資料・記録も開示された。また問題所在

地に近い栗東市内において説明会を行った。しかし、通常の対策委員会の際の傍聴者

数は多いとは言えなかった。平日・昼間・大津市内という条件が市民参加を阻んでい

たと考えざるをえない。 

 

 こうした当対策委員会の経験を今後の貴重な教訓として、滋賀県が県民により信頼

される行政運営を心掛けられることに期待して、答申を締めくくることにする。 
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 ＲＤ最終処分場問題対策委員会 資料 

  ─ ＲＤ最終処分場問題のこれまでの経緯 ─ 

 



 

- 45 - 

○ ＲＤ最終処分場問題対策委員会 委員名簿 

 

 

ＲＤ最終処分場問題対策委員会 委員名簿 

委員長 岡村 周一 京都大学大学院法学研究科教授 

副委員長 木村 利兵衛 住民代表（栗東市推薦） 

副委員長 樋口 壯太郎 福岡大学大学院工学研究科教授  

委員 池田 こみち 株式会社環境総合研究所常務取締役副所長 

〃 乾澤 亮 栗東市環境経済部長 

〃 江種 伸之 和歌山大学システム工学部准教授 

〃 尾崎 博明 大阪産業大学工学部教授 

〃 梶山 正三 弁護士 

〃 勝見  武 京都大学大学院地球環境学堂准教授 

〃 島田 幸司 立命館大学経済学部教授 

〃 清水 芳久 京都大学大学院工学研究科付属流域圏総合環境質研究センター教授 

〃 高橋 宗治郎 滋賀県経済団体連合会会長 

〃 竹口 正敏 住民代表（栗東市推薦） 

〃 田村 隆光 住民代表（栗東市推薦） 

〃 當座 洋子 住民代表（栗東市推薦） 

〃 早川 洋行 滋賀大学教育学部教授 

〃 山田 宏治 住民代表（栗東市推薦） 

〃 横山 卓雄 同志社大学理工学研究所名誉教授 

 

ＲＤ最終処分場問題対策委員会 専門部会部会員名簿 

部会長 樋口 壯太郎 福岡大学大学院工学研究科教授  

副部会長 尾崎 博明 大阪産業大学工学部教授 

〃 江種 伸之 和歌山大学システム工学部准教授 

〃 勝見  武 京都大学大学院地球環境学堂准教授 

〃 清水 芳久 京都大学大学院工学研究科付属流域圏総合環境質研究センター教授 

〃 横山 卓雄 同志社大学理工学研究所名誉教授 

 

ＲＤ最終処分場問題対策委員会 オブザーバー 

 環境省近畿地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課 

 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 
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○ 委員会・専門部会開催状況 

 

委員会等開催状況 
年月日 ＲＤ最終処分場問題対策委員会 専門部会 

2006.12.26 

第 1 回 
・委員長選出 
・処分場問題の経過と現状 
・今後の委員会のスケジュール 

 

2007.1.29 
第２回 
・対策委員会について 委員長の選出 ほか 
・RD 最終処分場問題におけるこれまでの調査結果と考察

 

2007.3.12  

第１回 
・部会長の選任等  
・最終処分場の現状評価と課題の整理  
・追加調査 

2007.3.27 

第３回 
・現状評価と課題の整理  
・追加調査  
・委員からの提出資料等 

 

2007.5.7  

第２回 
・現時点での生活環境保全上の支障 
・焼却炉調査計画 
・第 3 回対策委員会における検討事項 

2007.5.17 

第４回 
・現時点での生活環境保全上の支障 
・焼却炉調査計画 
・第 3 回対策委員会における検討事項 

 

2007.6.18  
第３回 
・第 4 回対策委員会における検討事項 
・生活環境保全上の支障除去にかかる基本方針 

2007.6.28 
第５回 
・第 4 回対策委員会における検討事項 
・生活環境保全上の支障除去にかかる基本方針 

 

2007.7.30  
第４回 
・追加調査の中間報告 
・支障除去対策工 

2007.8.21 
第６回 
・追加調査の中間報告 
・支障除去対策工 

 

2007.10.15  

第５回 
・追加調査の結果と評価  
・生活環境保全上の支障の整理  
・生活環境保全上達成すべき目標（素案）  
・具体的工法一覧（案 

2007.10.25 
第７回 
・追加調査の結果と評価 
・掘削調査 

第６回 
・生活環境保全上の達成すべき目標 
・総水銀の汚染  
・対策工 

2007.11.12  

第７回 
・総水銀に係る追加調査計画  
・支障除去対策工法（案）  
・支障除去対策実施に伴うモニタリング計画 

2007.11.14 

第８回 
・生活環境保全上の支障の整理  
・生活環境の保全上達成すべき目標 
・総水銀の汚染 
・支障除去対策工法（案）の検討 

 

2007.12.01 
第９回 
・支障除去の達成目標と支障除去の工法比較 

 

 （次頁に続く） 
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委員会等開催状況 
年月日 ＲＤ最終処分場問題対策委員会 専門部会 

 （前頁からの続き） 

2007.12.27 

第 10 回 
・総水銀にかかわる追加調査の中間報告 
・支障除去対策工法（案）の検討 
・第 11 回対策委員会の運営について 

 

2008.01.14 
第 11 回 
・委員会で検討している対策工法について 
・住民の皆様からの意見について 

 

2008.02.09  
第８回 
・総水銀に係る追加調査結果  
・掘削調査状況報告（速報） 

2008.02.23 

第 12 回 
・地元説明会における意見等について 
・総水銀に係る追加調査結果  
・掘削調査中間報告について 
・対策工（案）について 
・報告書（素案）の検討について 

 

2008.03.15 
第 13 回 
・掘削調査の結果について 
・報告書（案）の検討について 

 

2008.03.21 
第 14 回 
・報告書（案）について 
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○ ＲＤ最終処分場の概要 

 

１ 事業者の名称および所在地 

（１）事業者 

会社名：株式会社アール・ディエンジニアリング 

  （以下 ＲＤ社という） 

 

（２）法人の所在地 

所在地：滋賀県栗東市上砥山 292 番地１ 

代表者：代表取締役 佐野 正 

設 立：昭和 55 年１月 21 日（佐野産業株式会社） 

 （平成元年７月 14 日 現社名に社名変更） 

 

２ 施設の概要 

（１）安定型最終処分場 

設置箇所 ： 滋賀県栗東市小野７番地１外 

許可品目 ： 廃プラスチック類、ゴムくず、ガラス陶磁器くず、がれき類 

施設の規模： （第１処分場） 面積 38,429.46 ㎡  容量 320,529   

  （第 2 処分場） 面積 10,111.47 ㎡  容量 80,659   

 計    面積 48,540,93 ㎡  容量 401,188   

期   間： 昭和 54 年 12 月 26 日～平成 10 年５月 27 日 

 ※) ＲＤ社の申請書類による。 

 

（２）焼却施設(２基) 

設置箇所 ： 滋賀県栗東市小野７番地１ 

許可品目 ： 有機性汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、 

   紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、 

   金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類、 

   （特別管理産業廃棄物)汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、 

   感染性廃棄物 

施設能力 ： 南側焼却炉 木くず 14.4t/日、汚泥 8.1  /日、廃油 6.0t/日、 

    廃酸 1.0  /日、廃アルカリ 1.0 t/日、 

    廃プラスチック 9.0 t/日、その他廃棄物 0.144t/日 

  東側焼却炉 木くず 4.8t/日 

期   問： 南側焼却炉 平成元年１月 17 日～平成 12 年１月 25 日（県からの自粛要請による） 

  東側焼却炉 昭和 61 年 12 月５日～平成 12 年１月 25 日（県からの自粛要請による） 
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滋賀県栗東市民間最終処分場位置 

 
 

処分場の概況 （平成 15 年９月９日撮影） 
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○ ＲＤ最終処分場の経緯 

 

 

RD最終処分場の経緯 

年 月 日 概  要 

S54年12月26日 最終処分場埋立許可 

H10年 5月27日 最終処分場埋立業廃止 

H10年 7月 3日 最終処分場の一角にガス化溶融炉設置許可 

H11年10月12日 処分場排水管から硫化水素検出（最大で50ppm） 

硫化水素調査委員会発足 

硫化水素の発生原因と地下水汚染等の調査検討を実施 

H11年11月 
調査により Ｈ12.1 地下9mで15,200ppm、 

  Ｈ 2.7 地下2mで22,000ppmの硫化水素検出 

H13年 2月 ガス化溶融炉廃止届提出、RD社が事業化断念公表 

H13年 6月 硫化水素発生原因について解明（6月報告書公表） 

RD社に対して最終処分場の改善命令 

(1)周縁地下水汚染防止のための措置として、平成10年に施設設置計画上の深さを越えて掘削が行

われた地点で、掘削により廃棄物を移動した上で、浸透水の流出防止対策を実施すること。（以

下「深堀箇所の是正」という。）【期限H17年3月31日】 

(2)生活環境の保全上必要な措置として水処理施設を設置し、処分場内の汚濁水および浸透水の水

処理を行うこと。 【期限H14年6月30日】 

(3)住宅が近接する北尾（地区名）地区側法面の法すそを20m以上後退させるなど、処分場外への悪

臭の発散防止のための対策を実施すること。（以下「北尾側法面後退」という。）【期限H17年3

月31日】 

H13年12月26日 

(4)上記 1～3 の実施に先立って、あらかじめ沈砂池を設置し、汚濁水の処理を行うこと。【期限

H14年6月30日】 

H14年 6月30日 改善命令の(2)および(4)の期限をH14年11月30日に変更 

H14年 8月 6日 

  10月31日 
処分場からの高アルカリ排水の原因調査および原因物質の除去 

H14年11月 (2)水処理施設、 (4)沈砂池工事完了 

H15年12月 4日 (3)北尾側法面後退工事着工（12.8から本格工事） 

H16年 3月10日 (3)北尾側法面後退工事完了 

H16年11月25日 (1)深堀箇所の是正工事着手 

H17年 3月31日 改善命令の(1)の期限をH17年6月30日に変更 

H17年 6月30日 (1)深堀箇所の是正工事完了（改善命令に係るすべての是正工事が終了） 

H17年 9月30日 処分場西側平坦部ドラム缶掘削調査（ドラム缶5個発見） 

H17年12月16日 ～22日 処分場西側平坦部ドラム缶追加掘削調査（ドラム缶100個、一斗缶69個、ポリタンク1個発見） 

H18年 3月28日 RD問題対策県・市連絡協議会設置 

H18年 4月12日 

RD社および佐野正社長に対して措置命令 

 1.ドラム缶、一斗缶、ポリタンクおよび木くずの撤去（期限H18年6月30日） 

 2.周辺汚染廃棄物土の除去（期限H18年9月30日） 

H18年 5月15日 ドラム缶等撤去実施計画書提出期限に計画書未提出 

H18年 6月19日 RD社破産手続開始決定の公告（官報） 

H18年 6月22日 滋賀県RD問題対策会議設置 

H18年 8月17日 環境省の不法投棄等事案対応支援事業に基づく「専門家チーム」の来県 

H18年10月6日 対応方針（案）の公表（環境・農水常任委員会(県議会)で説明） 

H18年12月26日   第1回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

  （次頁に続く） 



 

- 51 - 

 

 

 

RD最終処分場の経緯 

年 月 日 概  要 

H19年 1月29日   第2回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年 3月12日   RD最終処分場問題対策委員会第1回専門部会の開催 

H19年 3月27日   第3回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年 5月 8日 RD最終処分場追加調査（ボーリング調査）の実施（～8月28日） 

H19年 5月17日   第4回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年 6月 1日 RD最終処分場追加調査における高アルカリ地下水の検出(記者公表) 

H19年 6月18日   RD最終処分場問題対策委員会第3回専門部会の開催 

H19年 6月28日   第5回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年 7月30日   RD最終処分場問題対策委員会第4回専門部会の開催 

H19年 8月 4日 RD最終処分場の追加調査（ボーリング調査）の現地説明会の開催 

H19年 8月21日   第6回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年 9月26日 
第7回RD最終処分場問題対策委員会資料（RD最終処分場追加調査結果等）の概要について 

 （記者会見) 

H19年10月 3日   第1回RD最終処分場問題対策委員会協議会の開催 

H19年10月15日   RD最終処分場問題対策委員会第5回専門部会の開催 

H19年10月25日 
  RD最終処分場問題対策委員会第6回専門部会の開催 

  第7回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年10月30日 RD最終処分場追加調査（掘削調査）の実施（～12月15日予定） 

H19年11月12日   RD最終処分場問題対策委員会第7回専門部会の開催 

H19年11月14日   第8回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年12月 1日   第9回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H19年12月27日   第10回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

H20年 1月14日   第11回RD最終処分場問題対策委員会の開催 

  ：  

H20年 2月 4日 RD最終処分場追加調査（掘削調査）の実施 

  ・  
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當座委員：ｱ) P37 上段 昭和 54 年～平成 13 年 12 月 26 日までの内容を以下の内容

に換える。 

(3) RD 安定型最終処分場問題の主な経緯 

 
時 期 経   緯 

S54.11.12 
 

産業廃棄物処理施設設置届出（佐野正（個人）、面積：9,781㎡、容量：
60,242 ） 

S54.12.26 産業廃棄物処理業（最終処分業）許可（佐野正（個人）） 
S57.6.24 
 

産業廃棄物処理施設設置届出（佐野産業（株）、面積：9,781㎡、容量：
30,712 ） 

S57.7.13 産業廃棄物処理業（最終処分業、収集運搬業）許可（佐野産業（株）） 
S59.10.30 産業廃棄物処理業変更許可（中間処理業（破砕）の追加） 
S60.5.14   産業廃棄物処理施設変更届出（処分場の拡大、面積：23,386㎡、容量：

183,150 ） 
S61.12.5  産業廃棄物処理業変更許可（中間処理業（焼却））の追加） 
H1.7.14 佐野産業(株)から(株)アール・ディエンジニアリングに社名変更 
H3.9～ 
  H4.1 

許可区域外の掘削・埋立てについての苦情 
 

H4.2.1 許可区域外埋立等について文書指導 
H5頃～ 
  H8.9 

産業廃棄物の不適正保管状態（野積み）が継続 
 

H6～7 ばい煙・ばい塵に対する苦情が頻発 
H6.9.29 
 

産業廃棄物処理施設設置許可（第２処分場の設置、面積：8,652㎡、容量：
59,550 ） 

H8.9.7   産業廃棄物処理業（処分業および収集運搬業）の更新許可 
H10.5.27  産業廃棄物処理業変更届出（埋立処分終了） 
H10.6.2  RD社に対して改善命令発動 
H10.7.3  産業廃棄物処理施設設置許可（ガス化溶融炉の新設） 
H10.7.3  
 
 

産業廃棄物処理施設変更許可（第１処分場の拡大、面積：35,384㎡、容量
292,943 、第２処分場の拡大、面積：9,276㎡、容量：122,437 ） 

H11.10.12 処分場排水管から硫化水素ガス検出（最大で50ppm） 
H11.11.27 栗東町小野地先産業廃棄物最終処分場硫化水素調査委員会設置 
H12.1.14  
 

硫化水素発生原因調査において、15,200ppmの高濃度の硫化水素ガスを検
出 

H12.4.14 経堂池の浄化に係る要望書受理 
H12.７.13 
 

県議会において、処分場の実態の解明と有害物質の除去など適正な処理を

求める請願が採択 
H12.12～ 
  H13.5 

地下水および掘削調査の実施 
 

H13.2.1 住民団体よりドラム缶埋立てに係る掘削場所に係る見解書の受理 

 
 
 
   

H13.2.7 
 

産業廃棄物処理施設軽微変更届出（ガス化溶融炉の廃止）、RD社、事業化
断念を公表 

 H13.9.25 ＲＤ社に対して30日間の事業の全部停止命令を発動 
 H13.12.26 P37の内容と同じ  

 

 


